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2018年3月21日、行政長官が就任後初の2017年度施政方針演説で発表
した、2段階の事業所得税率制度の実行を求める2017年度内国歳入法（改
訂案）（第7号）（以下「法案」）は、立法議会における第三回の審議で可決さ
れました。

可決済みの法案は、来週木曜日（3月29日）政府官報に掲載され、正式に法
律化（以下「新法」）される予定です。

貴社が新法による優遇措置を検討されている場合は、貴社の税務担当者に
ご相談下さい。

香港が2段階の事業所得税率制度に関する法案を可決
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2段階の事業所得税率制度の概要

新法は2018/19査定年度より、2段階の事業所得税率を
導入します：

適格負債性金融商品による収入は最初の200
万香港ドルに該当しない

この新法では、適格負債性金融商品（QDI）から獲得した
利益が、内国歳入法（IRO）のセクション14Aに基づく標
準または法人税率の50％軽減税率で課税されている場
合、この2段階の税率制度における最初の200万香港ド
ルに該当しないことが明確になっています。

例えば、 2018/19査定年度において、50％軽減税率の
対象となるQDIからの300万香港ドルの課税対象利益と、
香港での営利活動で獲得した100万香港ドルの課税対
象利益を有する法人は、QDIから生じた300万香港ドル
の課税対象利益がIROのセクション14Aに基づく50％軽
減税率の対象となります。事業運営から生じた100万香
港ドルの課税対象利益は、2段階税率制度の下で、最初
の200万香港ドルの閾値に該当するものとみなされるこ
とで、8.25％の低税率が適用となり、QDIからの課税対
象利益は、当該閾値には該当しないことになります。

一般に認められている2段階税制を活用する事
業再編

政府は、ある企業から別の企業への事業譲渡を伴う企
業合併などの事業再編は、一般的に通常の商業活動と
みなされると指摘しています。したがって、このような事
業再編の結果として、2段階税率制度に基づく税制上の
優遇が拡大した場合でも、一般的に新法に抵触する租税
回避とはみなされません。

論評

弊事務所は、新法の可決および上記の明確化を歓迎し
ています。新法が企業、特に中小企業や新興企業の税
負担を軽減させることになり、好ましいビジネス環境と経
済成長の推進及び香港の競争力を強化させることでしょ
う。貴社が新法による優遇措置を検討されている場合は、
貴社の税務担当者にご相談下さい。

税率

課税対象利益 法人 非法人事業

200万香港ドル以
下の部分

8.25% 7.5%

200万香港ドルを
超える部分

16.5% 15%

主に中小企業及び新興企業（SME）に恩恵を与える一方、
所得の意図的な分割を防止するため、新法では1査定
年度において「関連当事者（Connected Entities）」のう
ち1社のみが2段階の事業所得税率制度を適用できると
いう制限条項が含まれています。関連当事者の定義に
つきましては、弊事務所が2018年1月3日に発行した香
港タックス・アラート（2018 Issue No. 1）をご参照ください。

50％軽減税制の適格納税者への二重の優遇

措置はない

新法には、納税者への二重の優遇措置を回避するため、
再保険専門業、自家保険業、コーポレート・トレジャリー・
センター、航空機リース事業、航空機リース事業マネジメ
ント等の事業から獲得した利益に対し、特別な50%軽減
税制を選択した企業は、他の課税対象利益に対して2段
階の事業所得税率制度の対象から除外される旨の条項
を含んでいます。
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